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○福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例施行規則 

平成二十一年三月二十七日 

福島県規則第四十四号 

改正 平成二六年一二月二六日規則第九三号 

平成二七年三月二四日規則第三〇号 

平成二九年三月二八日規則第三五号 

平成三〇年三月九日規則第一〇号 

福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例施行規則をここに公布する。 

福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例施行規則 

（貸与の申請手続） 

第一条 福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例（平成二十一年福島県条

例第二十九号。以下「条例」という。）第三条に規定する申請をしようとする者は、自治

体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与申請書（様式第一号）に次に掲げる書類を添え

て、知事に提出しなければならない。 

一 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第六条第二項の医師免許証の写し 

二 後期研修を受けている医師にあっては、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研

修に関する省令（平成十四年厚生労働省令第百五十八号）第十七条第二項の臨床研修修

了証の写し 

三 臨床研修又は後期研修を受けていることを証する書類（様式第二号） 

四 履歴書 

五 研修計画書（様式第三号） 

（指定病院） 

第二条 条例第二条第四号の規則で定める病院は、次に掲げる病院とする。 

一 独立行政法人国立病院機構が県内に設置する病院 

二 独立行政法人労働者健康安全機構が県内に設置する病院 

三 福島県厚生農業協同組合連合会が設置する病院 

四 社会福祉法人恩賜財団済生会が県内に設置する病院 

五 日本赤十字社が県内に設置する病院 

六 独立行政法人地域医療機能推進機構が県内に設置する病院 

七 知事が地域周産期母子医療センター及び周産期医療協力施設として認定する病院 

八 救命救急センターを設置する県内の病院（公立大学法人福島県立医科大学が設置する
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福島県立医科大学に置かれた附属病院を除く。） 

（平二六規則九三・平二九規則三五・一部改正） 

（条例第三条の規則で定める大学） 

第三条 条例第三条の規則で定める大学は、学校法人自治医科大学が設置する自治医科大学

（医学部に限る。）とする。 

（保証人） 

第四条 自治体等病院特定診療科医師確保研修資金（以下「研修資金」という。）の貸与を

受けようとする者は、保証人二人を立てなければならない。 

２ 前項の保証人は、成年者であって独立の生計を営み、かつ、研修資金の返還の責めを負

うことができる程度の資力を有するものとする。 

（選考及び決定の通知） 

第五条 研修資金の貸与を受ける者の選考は、第一条の規定により提出された書類の審査及

び面接により行うものとする。 

２ 知事は、研修資金の貸与を受ける者の選考を行ったときは、自治体等病院特定診療科医

師確保研修資金貸与決定通知書（様式第四号）又は自治体等病院特定診療科医師確保研修

資金貸与不承認決定通知書（様式第五号）によりその結果を申請者に通知するものとする。 

３ 第一項の面接は、知事がその必要がないと認める場合は、省略することがある。 

（貸与契約の解除の通知） 

第六条 知事は、条例第六条第一項の規定により研修資金の貸与契約（以下「契約」という。）

を解除したときは、直ちに、契約の相手方にその旨を通知するものとする。 

（自治体等病院特定診療科医師確保研修資金借用証書の提出） 

第七条 研修資金の貸与を受けた者は、研修資金の貸与期間が満了したとき又は条例第六条

第一項の規定により契約を解除されたときは、直ちに、貸与を受けた研修資金の全額につ

いて自治体等病院特定診療科医師確保研修資金借用証書（様式第六号）を知事に提出しな

ければならない。 

（返還債務の免除の申請手続） 

第八条 条例第七条又は第九条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、自治体

等病院特定診療科医師確保研修資金返還債務免除申請書（様式第七号）に条例第七条第一

項各号、同条第二項又は第九条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、知

事に提出しなければならない。 

（平二七規則三〇・一部改正） 
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（返還方法の変更承認の申請手続） 

第九条 条例第八条第一項ただし書の規定により別に期限を定めて、又は分割して返還する

ことを希望する者は、同項各号のいずれかに該当するに至った日から起算して二十日以内

に、自治体等病院特定診療科医師確保研修資金返還方法変更承認申請書（様式第八号）を

知事に提出しなければならない。 

（返還債務の履行猶予の申請手続） 

第十条 条例第十条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、自治体等病

院特定診療科医師確保研修資金返還債務履行猶予申請書（様式第九号）に同条の災害、疾

病その他やむを得ない事由が存することを証する書類を添えて、知事に提出しなければな

らない。 

（届出等） 

第十一条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を記載

した文書にこれを証する書類を添えて、直ちに、知事に届け出なければならない。 

一 氏名又は住所を変更したとき。 

二 臨床研修又は後期研修を取りやめたとき。 

三 臨床研修又は後期研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

四 臨床研修又は後期研修を中断したとき。 

五 臨床研修又は後期研修を再開したとき。 

六 保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。 

七 保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由

が生じたとき。 

２ 契約の相手方は、研修資金の貸与を辞退するときは、自治体等病院特定診療科医師確保

研修資金貸与辞退届出書（様式第十号）を知事に提出しなければならない。 

３ 契約の相手方は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書（様式第十

一号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 契約の相手方が死亡したときは、その者の相続人又は保証人は、その旨を記載した文書

にこれを証する書類を添えて、直ちに、知事に届け出なければならない。 

（現況報告書の提出） 

第十二条 契約の相手方は、最後に研修資金の貸与を受けた日から研修資金の返還債務の全

部を免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年四月十五日までに、同月一

日現在の状況を現況報告書（様式第十二号）により知事に報告しなければならない。 
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附 則 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 
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附 則（平成二六年規則第九三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二七年規則第三〇号） 

１ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県自治体等病院特定診療科医師

確保研修資金貸与条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）様式第一号及び様式第

七号による申請書は、改正後の福島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例

施行規則様式第一号及び様式第七号による申請書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第一号及び様式第七号によ

る用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二九年規則第三五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三〇年規則第一〇号） 

１ この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県自治体等病院特定診療科医師

確保研修資金貸与条例施行規則様式第一号及び様式第十一号による申請書は、改正後の福

島県自治体等病院特定診療科医師確保研修資金貸与条例施行規則様式第一号及び様式第

十一号による申請書とみなす。 
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様式第１号（第１条関係） 

（平27規則30・平30規則10・一部改正） 

様式第２号（第１条関係） 

様式第３号（第１条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

（平27規則30・一部改正） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第10条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第11条関係） 

（平30規則10・一部改正） 

様式第12号（第12条関係） 

（平27規則30・一部改正） 

 


